
　　小国郷公立病院組合では、医療技術部門の体制強化及び組織運営の充実を図るため、

　一般公募により募集します。

１．採用予定人数

　　小国郷公立病院組合　医療技術科長　　１名

２．勤務地

　　熊本県阿蘇郡小国町大字宮原1743番地

　　小国郷公立病院組合

３．公募の内容

　　小国郷公立病院組合の正職員（地方公務員医療職）として採用します。

　　医療技術科は、当組合に勤務する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、

　作業療法士、管理栄養士等の医療技術職員をもって構成される部門です。

　　医療技術科長は、病院長の命を受け、医療技術科の業務を統括し、医療の質の向上及び　

　組織運営の円滑化を図る役割を担います。

　　主な業務は次のとおりです。

　　・医療技術科の業務全般の統括および運営管理

　　・医療技術職員の人材育成、労務管理および勤務調整

　　・医療安全、業務改善および医療の質向上に関する取組の推進

　　・他部門（診療部門、看護部門、事務部門等）との連携・調整

　　・その他、病院運営上必要な業務

４．求める人材

　　以下の(1)～(3)を満たす者。

　　(1) 医療技術分野に関する専門的知識を有すること。

　　(2) 病院に従事した実務経験（10年以上が望ましい）を有すること。

　　(3) 心身ともに健康で、継続して勤務が可能であること。

５．給与

　　　一般職の職員の給与に関する条例に基づき支給

　　　手　当　管理職手当、期末勤勉手当（６月・１２月）、扶養手当、住居手当、通勤手当

　　　　　　　危険手当等

　　　年収　５００～７００万円程度

６．採用時期

　　令和８年８月１日より（応相談）

７．応募資格

　　年齢要件　３０歳から５５歳

　　上記「４．求める人材」参照。

　　下記に該当しないこと。

　　　ア　日本国籍を有しない者

小国郷公立病院組合　医療技術科長募集案内



　　　イ　成年被後見人又は被保佐人（民法改正の経過措置としての準禁治産者を含む。）

　　　ウ　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

　　　　　なるまでの者

　　　エ　日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

　　　　　で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

８．応募締切

　　令和８年３月１９日（木）必着（郵送）

９．選考方法

　【第１次選考】

　　審査方法：書類選考

　　※書類審査の結果は、応募者全員に通知します。

　【第２次選考】

　　審査方法：面接による人物試験、プレゼンテーションおよび小論文

　　※第２次選考の日時、場所等は第１次選考を通過した者に通知します。

　　　プレゼンテーションについては、第1次試験合格者に対し、あらかじめテーマを

　　　通知し、第2次試験当日に5分程度で発表して頂きます。

　　　発表終了後は、そのまま引き続き面接試験を行います。

　　　第２次選考結果は、第２次選考受験者全員に通知します。

10．応募書類

　　(1) 履歴書(写真貼付）

　　(2) 保有する医療関係技術者免許証の写し

　　(3) 過去の業務経験一覧

　　　※　様式は問わないが、これまでの職歴を主な担当業務の内容とともに、時系列で記述

　　　　のこと。（必ず、上記５．求める人材の(2)の実務経験が分かるよう記載すること。）。

11． 勤務時間及び休暇

　　(1) 勤務時間

　　　８時１５分から１７時まで（昼休みは１２時から１３時まで）

　　　　７時間４５分／日（週３８．７５時間）。

　　(2) 休暇

　　　週休２日（土・日）、国民の祝日、年末・年始のほか年次休暇、特別休暇（忌引等）が

　　　あります。

12．応募書類郵送先及び問い合わせ先

　　〒８６９－２５０１

　　熊本県阿蘇郡小国町大字宮原１７４３

　　事務局

　　ＴＥＬ：０９６７－４６－３１１１

　　担当：　事務局　総務係長　佐藤友哉

13．備考

　　(1) 給与等については、学歴、経歴等を勘案して一般職の職員の給与に関する条例に基づ

　　　き決定されます。

　　(2) 採用内定者に選考された場合、健康診断を受診（自己負担、任意の医療機関で実施）



　　　し、その結果を提出していただくことになります。

　　(3) 採用内定者に選考された場合、最終学歴に係る卒業（修了）証明書及び過去に在籍し

　　　た会社等の在籍証明書を提出していただくことになります。

　　(4) 最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属

　　　先から退職していただく必要があります。

　　(5) 応募された書類の秘密は厳守し、事務局において責任をもって処分いたします。


